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令和５年４月作成 

１．介護保険の被保険者に対する自立支援給付について 

１ 基本的な考え方                             

原則として、障害者総合支援法第７条に定める他の法令による給付との調整規定

(以下「調整規定」という。)に基づき、介護保険法が優先適用され、介護保険法で

給付を受けられるサービスについては、その限度において、自立支援給付を行わな

いこととされている。 

しかし、利用者の心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であること

から、介護保険の被保険者である障がい者（※）から、障害福祉サービスの利用に

係る支給申請があった場合は、障害福祉サービス利用に関する利用意向を聴き取り、

必要としている支援を介護保険サービスにより受けることができるかを確認した

うえで、支給決定を行うことができるものとする。 

なお、介護保険サービスが利用可能な障がい者が、介護保険法に基づく要介護認

定等を申請していない場合等は、介護保険サービスの利用が優先される旨を説明し、

申請及び利用の勧奨を行う。また、障害福祉サービスの支給決定を行った場合でも、

更新時等には、介護保険サービスが優先される旨を説明のうえ、申請及び利用の勧

奨を継続的に行い、障害福祉サービスの必要性についてその都度、慎重に検討を行

う。 

（※） 65歳以上の者及び特定の疾病により介護が必要と認定された40歳以上65歳

未満の医療保険加入者のこと。介護保険の被保険者とならない者の範囲につ

いては、参考資料「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を参

照すること。 

 必要とする支援を介護サービスにより受けられる場合            

基本的には自立支援給付を行わないが、以下の場合には、自立支援給付を行う。 

ア 在宅の障がい者で、申請に係る障害福祉サービスについて各区保健福祉課

障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
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において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険

サービスに係る保険給付又は地域支援事業の居宅介護サービス費等区分支

給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービ

スのみによって確保することができないものと認められる場合。 

イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あって

も利用定員に空きがないなど、当該障がい者が実際に申請に係る障害福祉サ

ービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と各区保健福祉

課が認める場合(当該事情が解消するまでの間に限る。)。 

ウ 介護保険サービスによる支援が可能な障がい者が、介護保険法に基づく要

介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介護保険サー

ビスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる

支援が必要と各区保健福祉課が認める場合(介護給付費に係るサービスにつ

いては、必要な障害支援区分が認定された場合に限る。)。 

 必要とする支援を介護サービスにより受けられない場合          

利用者の障がい特性上、必要な支援が介護保険サービスによりやむを得ず受け

ることができないと認められる場合には、その限りにおいて、支給決定を行う。 

２ 障害福祉サービスの取扱い                        

 居宅介護、重度訪問介護（以下、「居宅介護等」という。）          

ア 要介護１～５の認定を受けている者 

原則、「２．ホームヘルプサービス（居宅介護・重度訪問介護）の上乗せに

ついて」に基づき上乗せによる支給決定を行う。 

イ 要支援１～２の認定を受けている者 

介護予防給付又は介護予防・生活支援サービスは、ひと月に利用できるホーム

ヘルプサービスの回数に上限は設けられておらず、必要に応じて支援回数を

増やすことができるため、原則、上乗せにより支給決定することや介護保険

サービスを使わずに必要なホームヘルプサービスをすべて居宅介護等で決定
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することはできない。 

ウ 要介護認定において「非該当」の認定を受けた者及び要介護認定を受けて

いない者 

  介護保険サービスの利用ができないことから、居宅介護等の支給要件に該

当する場合は、必要な支援を居宅介護等で支給決定することができる。なお、

要介護認定を受けていない者に対しては、介護保険サービスの利用が優先さ

れる旨を説明し、申請及び利用の勧奨を行うものとする。 

 生活介護、自立訓練（機能訓練）、短期入所等                

相当する支援が介護保険サービスにより受けることができるとされている障

害福祉サービスは、基本的に支給決定を行わないが、事業所の利用定員に空きが

ない等で介護保険サービスを利用することが困難な場合や要介護認定において

「非該当」の認定を受けた場合等には、支給決定を行う。 

また、利用者の障がい特性上、必要な支援が介護保険サービスによりやむを得

ず受けることができないと認められる場合にも支給決定することができる。 

 同行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援等          

サービス内容や機能から障害福祉サービス固有のものとされているサービス

は、通常の支給決定と同様に、必要性を確認のうえ支給決定することができる。 

３ 移動支援の取扱い                             

障害福祉サービスと異なり、法令上、調整規定の適用はないが、原則、①介護

保険サービス、②障害福祉サービスの順で優先して利用するものとし、そのうえ

で不足する場合は、不足分について移動支援の支給決定をする。ただし、グルー

プ支援等の移動支援固有の支援を希望する場合は、通常の支給決定と同様に、必

要性を確認のうえ支給決定することができる。 



- 4 - 

４ 日常生活用具の取扱い                          

自立支援給付と異なり、法令上、調整規定の適用はないが、「札幌市重度障がい者

（児）等日常生活用具給付事業実施要綱」第５条で給付の制限について定めている

とおり、調整規定と同様に取り扱うものとする。 

５ 参考                                    

○ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立

支援給付と介護保険制度との適用関係等について」（平成19年３月28日付け障企

発第0328002号、障障発第0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画

課長、障害福祉課長連名通知） 
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２．ホームヘルプサービス（居宅介護・重度訪問介護）の上乗せについて

１ 上乗せの基本的な考え方                           

在宅の障がい者で、障害福祉サービスで必要と認められる居宅介護等の時間数が、当

該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの支給限度基準額の制約から、介護保

険サービス計画書（以下「ケアプラン」という。）における身体介護、生活援助及び通院

等のための乗降又は降車の介助（以下「訪問介護等」という。）の利用時間数によって確

保することができないと認められる場合に、居宅介護等を上乗せして決定できることと

する。 

（図） 

２ 障害福祉サービスと相当する介護保険サービス                 

障害福祉サービス（図のＡ） 介護保険サービス（図のＢ） 

・身体介護（居宅介護） ・身体介護 

・家事援助（居宅介護） ・生活援助 

・通院等介助（居宅介護） 

・通院等乗降介助（居宅介護） 

・通院等のための乗車又は降車の介助 

・重度訪問介護 ・身体介護 

・生活援助 

・通院等のための乗車又は降車の介助 

必要と認められる

居宅介護等の 

時間数（Ａ） 

訪問介護等の 

利用予定時間数

（Ｂ）

上乗せ時間数（Ｃ） 

障害福祉サービス 介護保険 障害福祉サービス 
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３ 上乗せで支給決定できる障害福祉サービス                    

上乗せ時間数（図のＣ）を、居宅介護（身体・家事・通院）又は重度訪問介護として、

支給決定することができる。 

４ 上乗せ対象者                                 

以下の要件をすべて満たす者を対象者とする。 

 居宅介護等の対象となる障がい者であること。 

 要介護１～５の認定を受けていること。 

 介護保険サービスを支給限度基準額の 95％以上利用する予定であって、必要な時間

数の不足が見込まれること。 

５ 上乗せによる支給決定の標準的な事務の流れ                  

 障害福祉サービスの上乗せ希望があった場合は、居宅介護等の支給申請に併せて、

介護保険サービスにおける直近月のケアプランの写しの提出を受ける。 

 提出を受けたケアプランから、介護保険サービスを支給限度基準額の 95％以上利用

する予定であることを確認する。 

 申請者について勘案事項調査や障害支援区分認定を行い、支給申請を受けた居宅介

護等で必要と認められる時間数を算出する。なお、必要時間数算出にあたっては、併

給制限等、通常の支給決定と同様に取り扱う。 

 提出を受けたケアプランから、申請を受けた障害福祉サービスに相当する訪問介護

等の利用予定時間数を確認する。 

●支給限度基準額の確認方法● 

サービス利用票別表（第７表）において、「給付管理単位数」の合計（支給限度額

の対象にならないものを除く）を、「区分支給限度基準額（単位）」で除した値が 0.95

以上であれば、支給限度基準額の 95％以上利用する予定であると判断する。 

○例○ 要介護３の認定を受けており、サービス利用票別表（第７表）の区分支給

限度基準内単位数の合計が 26,500 単位の場合の確認方法。 

⇒ 26,500 単位÷27,048 単位（要介護３の支給限度基準額）＝0.979･･･＝95％以上
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 各区保健福祉課は、 の居宅介護等の時間数から の訪問介護等の利用時間数を引

いたもの（小数点以下切り上げ）を支給決定時間数とし、居宅介護等の支給決定を行

い、申請者に対して障害福祉サービス受給者証を交付する。 

○例○  にて、身体介護 50 時間、家事援助 30 時間の必要性が認められ、また、

訪問介護等の利用予定時間数が身体介護 34.5 時間、身体介護 19 時間だった場合 

⇒ 50 時間（身体介護）-34.5 時間＝15.5 時間≒16 時間 

  30 時間（家事援助）-19 時間＝11 時間 

⇒ 身体介護を 16 時間、家事援助を 11 時間として支給決定を行う。 

●訪問介護等の利用予定時間数の確認方法● 

訪問介護等の利用予定時間の算出にあたっては、サービス利用票・提供票（第６

表）の「サービス内容」等から相当する障害福祉サービスを判断し、「提供時間帯」

及び「月間のサービス計画及び実績の記録」等をもとに実際の利用予定時間数を確

認する。利用予定時間数算出にあたって必要な情報がケアプランから読み取れない

場合は、介護支援専門員に確認する。 

○例○ 下記、ケアプランの提出を受けた場合の確認方法。なお、２人体制による

サービス提供がないものとする。 

⇒ 身体介護：｛（１＋0.5）時間×19 日間｝+（0.5 時間×12 日間）＝34.5 時間 

生活援助：１時間×19 日間＝19 時間 

日付 1 30 31
曜日
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績

○○貸与事業所

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

特殊寝台付属品
貸与

○○貸与事業所

○○ケアセンター

福祉用具貸与 ○○貸与事業所

特殊寝台貸与

○○ケアセンター

16：00～17：00 身体介護２ ○○ケアセンター
19

20：00～20：30 身体介護１

12

12

10：00～11：00 生活援助１ ○○ケアセンター
19

12：00～12：30 身体介護１
19

提供時間帯
サービス
内　　 容

サービス
事業者
事業所名

合計
回数

9:30～15：00 通所介護Ⅰ33 ○○デイサービス
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６ よくある質問と回答                             

Ｑ１

要介護１～５の認定を受けて訪問介護等を利用している障がい者から、居宅

介護等の上乗せによる支給申請を受けた。ＡＤＬやＩＡＤＬの低下が著し

く、要介護度の変更が見込まれる場合でも上乗せによる支給決定をすること

はできますか。 

Ａ. まず、要介護度の変更を行ってください。要介護度の変更をしても、必要な支援

が不足する場合は、上乗せによる支給決定について検討を行ってください。 

Ｑ２
外出支援のみを希望するとして、重度訪問介護の上乗せによる支給申請を受

けたが、要件を満たす場合、支給決定はできますか。 

Ａ. できません。外出支援のみを希望する場合は、まず、行動援護及び同行援護、次

に移動支援の利用を検討してください。 

Ｑ３
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居している人に対し、上

乗せによる支給決定はできますか。 

Ａ. 介護保険施設入所者への上乗せによる支給決定は、以下２点を満たす場合に可

能です。 

 居宅介護の対象者要件である「居宅」に含まれる施設で生活していること 

 利用している訪問介護等の利用回数／月に上限があること 

Ｑ４
訪問介護等の利用予定時間数について、２人介護で 60 分間支援している場

合、利用予定時間数は 60 分ですか。 

Ａ. 必要な時間数と利用予定時間数を比較する必要があるため、120 分（60 分×２

人）で算出してください。 

○参考○ 

※ 居宅介護の対象者要件である「居宅」に含まれない介護保険施設の例 

・・・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設等 

※ ひと月に利用できる回数に上限がないホームヘルプサービスの例 

・・・小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護等
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Ｑ５ ケアプランが変更になった場合、上乗せしている支給量の変更も必要ですか。

Ａ. ケアプランの内容及び本人の状態像が大きく変化しているのであれば、それに

併せて、上乗せの支給量も変更が必要か検討を行ってください。 

Ｑ６
必要な居宅介護等の時間数から、訪問介護等の利用時間数を引いたところ、

マイナスとなった場合、支給決定はできますか。 

Ａ. できません。介護保険サービスで必要な支援が確保できていると判断できるた

めです。 

Ｑ７

上乗せ対象者で、障害福祉サービス（居宅介護等を除く。）又は地域相談支

援の利用がない場合は、計画相談支援に係るサービス等利用計画（案）の作

成は必要ですか。 

Ａ. 不要です。  
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年 月 から

年 月 まで
日

日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

年　　月　　日　
変 更 後

要介護状態区分

変 更 日

1　　2　　3　　4　　5 単位／月

　　　年　　　月　　　日

提供時間帯
サービス

内　　 容

サービス

事業者

事業所名

月間サービス計画及び実績の記録

合計

回数

要介護状態区分 1　　2　　3　　4　　5
区 分 支 給

限度基準額

限 度 額

適 用 期 間

前月までの
短期入所利
用日数

月 日保 険 者 氏 名

生 年
月 日

明・大・昭 　

性別 男・女

届 出

年 月日
年

フ リ ガ ナ被 保険

者 番号

年 月 日
保 険 者 名

居宅介護支援事業

者事業所名担当者

名

作 成

年 月日

月 分 サービス利用票（兼居宅（介護予防）サービス計画） 居宅介護支援事業者⇒利用者

保 険者

番 号

第６表

認定済・申請中 年

別紙 
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作成年月日 年　　　　　月　　　　　　日

区分支給限度管理・利用者負担計算

サービス 給付管理 種類支給限度 区分基準限度 単位数 費用総額 給付率 保健/事業対象分 利用者負担 利用者負担

率％ 単位数 単位数/金額 単位数 基準内単位数 基準内単位数 単価 保健/事業対象分 （％） 請求額 保健/事業対象分 （全額負担分）

区分支給限度

基準額（単位）

種類別支給限度管理

種類支給限度 種類支給限度
基準額（単位） 基準額（単位）

要介護認定期間中の短期入所利用日数

合計

合計

前月までの利用日数 累積利用日数当月の計画利用日数

種類支給限度基
準を超える単位

数

割引適用後
単位数

区分支給限度
基準を超える単

位数

サ ー ビ ス 利 用 票 別 表

サービス種類 合計単位数
種類支給限度基準を超え

る単位数
サービス種類 合計単位数

事業所名 事業所番号 サービス内容/種類 サービスコード

種類支給限度基
準を超える単位数

回数

第７表


